
 

 
    

 

 

 

主催：岡崎地区外国人雇用管理推進協議会／中小企業相談所／岡崎商工会議所 就職情報室 

 平成 22 年 7 月に研修・技能実習制度の改正、昨年 7 月には在留カードの新設など、外国人

を雇用（研修）する企業において、制度の理解と自社の雇用管理への対応は必須のものです。 

そこで、制度の基本をおさえ、改正ポイントの理解を深めていただき、企業が留意すべき点

を再度確認する機会として、下記のとおり外国人雇用管理研修会を開催いたします。 

 つきましては、技能実習生の受入企業をはじめ外国人労働者を採用される企業の皆様は、 

是非ご参加いただきますようご案内申しあげます。 

記 

◎日 時  １０月２２日（火）１４：００～１６：３０ 

◎会 場  岡崎商工会議所 ５階 ５０１会議室 

◎内 容   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎申込先  FAX、E メール、お電話等にて事前に事務局までお申し込みください。 

岡崎地区外国人雇用管理推進協議会 事務局(岡崎商工会議所内) 松岡・板倉 
〒４４４－８６１１ 岡崎市竜美南１－２ 

TEL（０５６４）５３－６１６５  FAX（０５６４）５３－０１０１ 

E-mail matsuoka@okazakicci.or.jp 

以上 

岡崎地区外国人雇用管理推進協議会事務局（岡崎商工会議所内）行 （FAX：0564-53-0101） 

外国人雇用管理研修会に申し込みます 

≪１０／２２（火）１４：００～１６：３０≫ 

事業所名                                    

部署･役職名              参加者名                 

ＴＥＬ                 ＦＡＸ                   

▼本研修会の内容に関するご質問がございましたら、ご記入ください。 
 
 
 

 
ご記入いただいた情報は、当協議会および岡崎商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師へ参加者名簿として配布します。 

         対象：外国人を雇用している企業の方、外国人雇用にご関心のある方 

 外国人雇用管理研修会 
“技能実習生制度”“外国人労働者と留学生の採用” 

基本をおさえて 
ポイントを学ぶ！ 

＜第一部＞ 

技能実習生制度について 
・制度のあらまし ・現行の技能実習生制度の改正ポイント 
・不正行為とトラブルの未然防止 

外国人労働者・留学生の採用について 
・入管法の基礎知識 
・採用時の留意点（在留資格等のチェックポイントや従事する業務について） 

説明：法務省 名古屋入国管理局 担当官 

＜第二部＞ 

 多文化共生について（愛知県・岡崎市）の取り組み 
            説明：愛知県地域振興部多文化推進室 室長 篭橋 謙 氏 
              岡崎市市民生活部市民協働推進課 主幹 太田 義男氏 


